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舎新書)「 上皇陛下からわたしたちへのおことば」 (双葉文
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登録 (第 二東京弁護士会)。

日本弁護士連合会憲法問題対策本部幹事、弁
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アシスタン ト



シンパジクム ′誓 位の安定継承に向 |す● 9優 0孝 //月 25θ 参赫 £濯

'

『皇位継承問題、5つの事実』

高森 明勅 (皇室研究者)

1 「立皇嗣の礼」によって秋篠宮殿下が次の天皇として確定したのではない。

2 上皇陛下のご譲位を可能にした特例法のllj帯決議は、先延ばしすることはできな
い重要な課題として、先ず皇位の安定継承にも向けた検討を求めており、皇族数

の減少への対策だけを求めたのではない。

3 同附帯決議は、特例法施行後「速やかにJ政府が検討を行い、その結果を国会に報
告することを求めており、政府が検討の開始を「立皇嗣の礼」の後まで先延ばしし

たのは、その趣旨にもとる。

4 内親王方がご結婚により国民の仲間入りをされる前に、現行の制度を改めなけれ
ば、皇室の若い世代は悠仁親王殿下お 1人だけになつて、敢えて忌憚なく申せ

ば、そのご結婚すら困難になってしまう懸念がある。

5 非嫡出による継承可能性が一t/0、 排除された条件下で、これまでの「男系男子」限
定を維持すれば、早晩、皇位の継承は行き詰まる他な<なる。



【日本国憲法】
第 ‐章 天皇

第 条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であ
つて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基 く。

第 1条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典

範の定めるところにより、これを継承する。

第二条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と

承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行
ひ、国政に関する権能を有しない。

● 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する
行為を委任することができる。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂

政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場

合には、前条第 項の規定を準用する。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣をl■命す

る。

② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判l
官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左
の国事に関する行為を行ふ。

― 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
二 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに

全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 人赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する
こと。

七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する
こと。

九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲 り渡 し、又は皇室が、財産を譲 り受け、
若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければな

らない。

【皇 室 典 範 】 昭和 ,卜 二年法律第 ■号

第 一章 皇位継承
第 条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、 これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
し 皇伯7fR父及びその子孫

シ ″ ν % 
「
皇位の安定継承に自|す7_/″02θ年 //ガ25θ 参議院議員会館講堂)

● 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最
近親の系統の皇族に、これを伝える。

O 前 1項の場合においては、長系を先にし、同等内では、
長を先にする。

第二条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は

重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に

定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることがで

きる。

第四条 天皇が崩 じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

第二章 皇族
第五条 皇后、大皇太后、皇太后、親工、親王妃、内親 I、 工、
王妃及び女王を皇族とする。

第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親I、 女を

内親王とし、三世以 下の嫡男系嫡出の子孫は、男を上、

女を女王とする。

第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び

女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、

皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第 1条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ること

を要する。

第十 条 年齢 |五年以上の内親王、王及び女Tは、その意思
に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

● 親王 (皇 太子及び皇太孫を除く。)、 内親正、■及び女王
は、前項の場合のクト、やむを得ない特別の事由があると

きは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したとき
は、皇族の身分を離れる。

第 |三条 阜族の身分を離れる親王又はIの妃並びに直系卑
属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系

卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑

属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の

身分を離れないものとすることができる。

第 |四 条 皇族以外の女子で親王妃又はT妃 となつた者が、そ
の夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離

れることができる。

② 前項の者が、その大を失つたときは、同項による場合の
外、やむを得ない特別の事山があるときは、皇室会議の

議により、皇族の身分を離れる。

0 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
● 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女
子に、これを準用する。

第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場
合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となる

ことがない。
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皇室を滅ぼす「皇女」制度プラン

共同通信が以下のような記事を配信 L′た (11月 24日 、6:00B寺配信)。

「政府が皇族減少に伴う皇室活動の担い手とLノて、女性皇族が結婚ヒノた後に『皇女」の尊称

を贈り、公務への協力を委嘱する新制度を検討 tフている(Jとが分かった。

皇籍を離れた後も活動に関わ D(もらい、皇室の負l旦軽減を目l旨 け。

結婚後も皇族の身分を保持する『女性宮家Jの創設は、ケ糸天皇の容認に Dながう可有日生が

あると tフて見送る方向た。

…男系による皇位継承を主張する保守派の賛同を受ιナ・ lれるとの判断が背景にあるJ。

読売新聞 (11月 24日付)にも同様の記事 (1寺例法での対応などにも言及)。

以前、「皇室輔佐 (′もヽさ)Jとかヘンデコな呼称で同様のプランが報道さl■、強い反発を受
けて弓 D込めたものを、呼び方を変えただけ.

やはり、ここに逃げ込もうとしノているか、という感想た .



IFI府 /11、 何より肝心な「皇位の安定継承 Jへの検討を、又ぞろ先延ばしL′、「皇族数の減少 J

に対しフてだけ、 L′かも目先を誤魔化す「
:過ぎなし

'占

息な手段を、安易に選ぼうとするだろう

ことは、かねて警鐘を鳴らして来た。

問題の焦点が「皇室の負担軽減Jにあるのでは
々
ない
″
ことは、多くの国民にと Dて 自明だろ

つ。

このプランでは、実際の皇族数の減少には全く歯止めノ]｀掛からなt′ .ヽ

どころか、一度、国民の仲間入りをさllた場合、それらの力 は々、t,う皇族の身分に戻ねな

い 。

結局、 (最後のチャンスさえ逃ヒ′で)悠仁親王殿 Fお 1方 人だけにな つてしノまう。

その冷厳な結果は何も変わらない (他は「皇女Jという特別職の国家公務員 〔l〕 ばか

り)。

これは皇室存続の決定的な危機を意味する。

にも拘らず、その現実が見えにくくなる恐れがある。

皇位の継承を困難にし、皇室の存続そのものを危うくする、このような方策はとても容認で

きない。

ヒノかも、憲法 Lも、人道上も、極めて深刻な問題を抱える。

特別職の国家公務員とはいえ、特定の「血統Jの国民 (女性呈族がご結婚後、既に皇籍を離

れておられるなら当然、国民なので)だけが就くことが出来る身分を新たに設けることは、

憲法における国民平等の原則に明らかに抵触するだろう (天皇と皇族だけが別枠。国民では

ないので)。

又、ご竿吉婚により国民の仲間入りをされた以上、憲法が国民に保障する権利と自由 (表現、

居住、孝多転、職業選択の自由など)は、最も尊重されなければならない。
そのことと、引き続き皇室の「公務への協力を委lF8す るJ需」度は、十分に整合性を保てるの

か 。

国民となられた以上、その
″
委嘱
″
を辞退する「自由lも、当然お持ちのはず。

だ/Jl、 そこに8音黙の強制が働かない保証はあるのか。

更に、ご結婚相手の国民男性の (憲法に保障された)自由かつ活発な政治活動 宗教活動
経済活動などを認めつつ、その妻である元皇族女性による皇室のご公務の分担という仕組み

|よ、両立し得るのか。

そもそも、「皇女Jは″天皇の (直接の)娘
″
に当たる方を指す語だ。

ところが現在、「皇女Jたる内親王は敬宮 (と しのみや、愛子内親王)殿下お1方だけ。
他の「女性皇族 (内親王 女王)Jは、天皇の孫や、よりllll縁の遠い方々。
それらの方々にまで「皇女Jという、実態とはかけ離れた尊1■を贈ることは、端的に言つて

言葉の誤用であり (むヒ′ろ詐称に近い)、 決 tフて適当ではあるまい。

とても正気で採用できるプランではない。

そねにしても、これほど無理で奇妙な制度を「検討Jしながら、男系派が唱える日宮家案は
一顧だにしノないということは、一体、何を意味するか。

IIt府自体、それが現実的な選択肢になり得ないことを、よく分か つている事実を示してい

る。

Lノかし、それていながら男系派の「貰同Jを得よつとするから、ノ〕ヽくも奇怪な制度を持ち出

す羽目に陥ることになる。

し′かし、男系維持に何の役にも立たず (|)、 ただ皇室の存続を危うくするだけの、こんな

プランに賛同する「保守派 (男系派)Jなと、本当に存在するのか。

もヒノ存在するとしたら、よほど…。

【高森明勅公式サイト】

https://wwW a takamon cOm/
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少

な
か

つ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
　
た
だ

山
，
Ｉ
と

い
う
・Ｉ
場
は
　
先
行
き
を

‘
え
る

こ
き
　
、
来
的
に
そ
の
立
場

を
離
れ
る
げ
能
■
が
ど
う
し
て
も
な

■
に
あ
る
た
め
　
中
■
■
端
に
性
げ

―――
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な

い
よ
う
に

ヽ
龍
的
な
責
，
あ
る
●
場
に
就

い
た

り
す
る
こ
と
は
■
え
て
き
た
と

い
う

皇室

轟
田
清
子
さ
ん
か
ら
女
性
宮
家
の
あ
り
方
を
考
え
る

結
婚
退
職
で
は
も
った
い
な
い

女
性
宮
家
の
創
設
を
め
ぐ
る
議
論
が
続
い
て
い
る
。
公
務
に
励
ん
だ
黒
田
清
子
さ
ん
の
姿
勢
か
ら
、

一責
任
あ
る
立
場
に
就
け
る
道
を
開
く

一と
い
う
視
点
で
制
度
の
変
革
を
考
え
た
。

い
と
思

い
ま
キ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
族

の
ツ
ヶ
を
離
れ
た
　
■
イ
“
茂

Ｌ
ｉ
彙
■
，
セ
条
に
こ
う
あ
る
　
　
　
ヽ
満

の
中
晨
は
７
人

い
る
が
　
悠
仁

一
ヽ
よ
女
１
は
　
入
■
■
び
ヽ
■
以
　
　
さ
ま
以
外
は
入
な
々
社
だ
　
０
人

の

外

の
ィ
と
婚
姻
し
た
と
き
は
　
¨
ム

　

．
ヽ
■
女
ｒ

一
に
‘
畑
後
も
七
ど
ま

の
身
分
を
離
れ
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
ヽ
，
ら
う
　
そ
れ
が
「
女
■
，
家

一

紀
●
さ
ま
は
２
０
０
５
，
　
郁
庁

　

ル
一
い
で

ヽ
」
に
な
る

職
員
の
■
川
疇
闘
さ
ん
一ヽ

，
一”
畑
　
　
　
紀
●
さ
ま
と
い
晨
女
ｒ
と
々
■
■

で
　
訪
れ
た
の
は
延
べ
“
”
■

．
外

国
訪
山
も

一
党
人
に
な

っ
て

い
て

そ
ち
ら
は
延
べ
２５
カ
国
．

３３
晨
は
働
き
盛
り
だ

っ
た
は
す
だ

な
の
に

「
継
続
的
な
責
任
あ
る
こ
場

に
班

い
た
０
す
る
こ
と
は
■
え
て
き

た

一
と

い
う

の
だ
。
「
男
ク

の
■

や

役
割

の
違

い
は
特
別
に
な

い
」
と
認

識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う

い
う
●
勁

に
な

っ
た

の
は

「
そ

の

，，―
場
を
離
れ
る

一
こ
と
が
念
■
に
あ

る
か
ら
　
そ

つヽ
■

っ
て

い
る
．

，
と
も

つ
た
い
な

い
　
，
と

つ
ら

Ｔ

ヽ
七
だ

っ
た
ろ
う
と
思
う
．

紀
●
さ
ま
の
抑
制
的
な

，̈
、
か
ら

わ
か

っ
た

の
は
　
■
イ
興
範
第
１２
条

は

一
＋
婚
退
職
　
の
明
文
化
な
の
だ

と

い
う
こ
と
だ
。
男
女
鷹
川
代
会
均

■
法
が
成
●
し
て
５
年
も
“

つ
の
に

職
場
と
Ｌ
で
の
■
■
は
女
性

の
結
婚

退
職
が
明
記
さ
れ
て
い
る
．

そ
れ
で
も
記
，
さ
ま
が
公
務
に
励

ん
だ
の
は
　
■
智
ｒ
さ
ま

の
な
え
が

あ

つ
た
と
思
う
．
　
”
晨
と
し

て
生

活
さ
せ
て
い
た
だ
く

」
――ｌｌ
は

一
そ
れ

に
こ
た
え
る
よ
う
な
人
，
に
な

っ
て

は
し

い
。
Ｗ
ｍ
に
紹
↑
し
た

，１■
は

４
妊
退
職
」
ま

で
の
，
広
女
ル

の

心
■
な
の
だ

皇
族
女
子
は
隣
に
い
る

紀
●
さ
ま
か
ら
少
し
離
れ
る
〓
女

性
■
す
」
を
ι
え
る
時
　
ず

っ
と
い

つ
か
か

っ
て
い
た

の
が

「
Ｌ
族
女

―

の
気
ヽ
ち
　
だ

っ
た
．
彼
女
た
ち

は
　
妊
畑
陸
も
ヽ
イ

に
と
ど
ま
っ
た

い
の
だ

ろ
う
か

「
制
“

」
と

「
“

す
と

の
気
■
ら

Ｌ

′
ヽ
の
は
、
ま

で

と
え
を
■
に
進
め
に
く

い
　
そ
う
思

っ
一ヽ
い
＾
＾

換
ｒ
さ
ま

一Ж
一
は
　
小
す
―
さ
ん

一
嬰
●

一の
＝
婚
を
心
か
ら
望
ん
で
´

る
　
多
分
　
そ
れ
は
――――
違

い
な

い
た

ろ
う
　
そ

の
気
持
ち
に

「
Ｌ
●
を
―――

た

い

一
と

い
う
要
素
は
な

い
だ
ろ
う

か
．
■
●
さ
ま

一
２５
）
は
‐９
年
　
長
ｒ

さ
ま
の
結
婚
に

つ
い
て

，
姉
の
　
個

人
と
し
て
の
希
望
が
か
な
う
形
に
な

っ
て
は
し

い
と
思

っ
て

い
ま
す
」
と

‘
■
で
述
べ
て
い
る
　
こ
れ
に
は
■

卜
さ
ま

の

「
――
分
も

い
つ
か
　
Ｌ

■
を
―――
た

い
」
と

い
う
気
■
ち
は
な

い
だ
ろ
う
か
，

つ
ま
り
Ｌ
人
女
ｒ
は
女
性
■
家
を

歓
迎
し
て
い
な

い
の
で
は
と
思

っ
て

い
た
．
が
　
“
歳
の
紀
，
き
ま

の
Ｉ

ヽ
に
触
れ
　
′
え
方
を
変
え
た
。
何

の
た
め
の
女
性
■
家
か
．
そ
こ
を
は

っ
き
０
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ

と
思
う
よ
う
に
な

っ
た
．

中
■

の
人
員
減
少
は
明
ら
か
だ
．

だ
か
ら

「
対
策
」
も
必
要
だ
ろ
う
．

●
■
と
し
て
の

「
女
性
■
家
」
だ
と

理
解
は
す
る
か
　
一
――
”

一
が
見
え

な

い
。
ヽ
く
働

い
て
き
た
●
場
か
ら
、

腋
の
議
場
に
置
き
換
え
て
み
る
。

こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

一

誠
実
に
仕
事
を
し
て
き
た

胸
に
摯
く
ｔ
ｒ
だ

っ
た
　
・〓
」
ま

で
紹
介
し
た
文
”
か
ら
も
　
共
面
日

で
思
意
派

い
女
性
だ
と

い
う
こ
と
が

わ
か
る
．
そ
し
て
　
い
か
に
工
■
に

，
■
を
し
て
き
た
か
が
伝
わ

っ
て
く

る
．
本

の
最
後

に
は
　
，
紀

ｌｉｒ
さ
ま

地
方
に
お
け
る
―
な
ご
公
務

一
と

い

つヽ
　
覧
た
が
泄

っ
て
い
て
　
平
成
に

な

っ
た
ヽ
年
か
ら
結
奸
す
る
い
年
ま

昭
和
天
皇

　
・
上
宣
さ
ま
幅

一
　
　
一一　

　

一　
　
　
〓

一
●
″
，
‘
　
一
■
■
”
〓
●

一
秩
父
富
さ
ま
　
．
常
隆
一
．，
げ

一
高
松
官
さ
ま
　
　
■
．■
　

■

三
笠
宮
さ
ま

一　
―
―

・
ｔ
●
さ
ま

百
台

ナ
ｉ

”
一

一一̈一̈̈　．̈̈一一一ま子・一・
■
　
　
・
筵
●
き
ま
“
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んた m19年 |‖ 1日 皇居 富な 〔

ス
．
こ
こ
か
』
そ
ん
な
こ
と
を
丼

い

て́
い
′ヽ
．

‐７
年
　
Ｌ
Ｌ
さ
ま

一
“
）
０
選
，
を

決
め
た

一
ヽ
■
¨
に
ヽ
側
去
，
の
付

十
決
議
が
　
一
安
定
的
な
Ｌ
立
継
本

を
確
保
す
る
た
め
の
諸
課
題

，
〓
女

■
■
家

の
創
泄

一
を
■
や
か
に
検

‐
‥―

す
る
よ
う
政
″
に
求
め
た
．
が
　
安

＝
政
立

の
コ
ア
な
文
■
ヽ
が

「
男
系

り
ｒ
に
よ
る
継
ス

一
を
強
く
摯
ん
で

い
る
か
ら
だ
ろ
う
　
ス
ル
ー
さ
れ
て

い
ると
　
思

っ
て
い
る
の
は
私
だ
け
で

は
な
く
　
２
月
の
な
眈
Ｆ
，
公
Ц
贅

で
板

ｌｉｌ
状
況
が
剛
わ
れ
た
　
■
義
体

■

″
長
■
は
■
晨
ィ
か
ら
の
意
見
腱

取
を
し
て
い
る
と
述
ヽ

１
月
の
一
立

中
嗣
の
■

一
を
К
え
た
″
に

「
■
体

的
に
様

々
な
こ
●
を
進
め
て

い
き
た

い
一
と
卜
え
た

責
任
あ
る
立
場
は
控
え
た

Ｉ
智
ｒ
さ
ま
は
輛
年
の
お
誕
生
――

に
　
は
ぐ
紀
■
さ
ま

の
こ
と
を

こ
う

語

っ
た

　

，

や
か
で
　
‘
地
強
く

，
，
も
自
分

の
“
“

に
お

い
て
行

い

人
を
そ
し
る
こ
と
の
少
な

い
性
格
で

し
た
」
一文
■
‐１１１
卜
一

付
け
足
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら

自
分
に
つ
い
て
試
■
に
語
る
Ｌ
族
女

ｒ
だ

っ
た
．
一
人
Ｌ
家

の
長
女

」
と

い
う
一Ｉ
場
か
ら
外
国
訪
問
の
た
●
に

記
者
会
■
を
し
　
，
■

の
お
こ
■
――

に
は
文
丼
で
質
――――
に
ヽ
え

た
。
そ

の

市
ヽ
は

『
ひ
と
――
を
¨
ね
て
」
と

い

う
本
に
ま
と
め
ら
れ
　
幅
■
に
出
版

さ
れ
て
い
る
．
こ
の
本
を
計
０
と

紀
●
さ
ま
は
ぇ
智

●
さ
ま
か
ら
多
く

の
も
の
を
受
け
継

い
だ
と
わ
か
る
．

会
■
な
ど
で
巧
み
に
場
面
を
切
り

取
り
　
具
体
的
に
薔

っ
た
■
常
■
さ

ま
．
ス
は
そ
れ
を
，
デ
ー
テ
ー
ル
カ
」

と
名
■
，
た
が
　
紀
■
さ
ま
に
も
そ

れ
が
あ
る
．
た
だ
し
¨
場
の
せ

い
か

ら
だ
ろ
う
か
　
場
に

よ
り
気
■
ち

卜
に
両
れ
か
ら
学
ん
だ
こ
と

へ
の
理

解
を
語
る
こ
と
が
多
か

っ
た
．

０２
年
　
“
晨
の
お
誕
生
――
に
語

っ

た

「
内
漑
Ｅ
と

い
う
立
場
」
に
つ
い

て
な
ど
そ
の
人
型
だ
．
そ
し
て

小
崚

に
■
ん
で
い
る
。

記
■
ヽ
ま

は
ま
す

「
●
族
と

い

う
立
場
に
お

い
て
　
男
女

の
と
や
そ

の
役
割

の
■

い
と

い
う
も

の
は
ヽ
別

に
は
な

い
と
感
し
て
い
ま
す
」
と
述

べ
て

い
る
．
「
そ
の
務
め
に
つ
い
て
も

画
昨
ド
を
お
助
け
し
な
か
ら
　
■
旗

Ｌ
し
て
の
務
わ
を
外
た
す
と

い
う
よ

´
的
な
占

で̈
変
わ
０
な
く
　
（略

一

”
女
の
役
割

の
■

い
と

い
う
よ
り
は

そ
の
公
務

の
内
容
に
対
す
る
イ
人
の

■
わ
り
方
な
ど
が
関
係
し
て
く
る
場

合
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思

い
ま

「
人
千
不
足
が
深
刻
な
の
で
　
と
に

か
く
結
婚
し

て
も
辞
あ
な

い
で
■

こ
れ
だ
け
に
見
え
る
の
が

「
女
性
官

家
」
で
　
，
■

一
こ

・ア
ン

ン
ョ
ン
が

Ｌ
が
ら
な

い
．
Ｉ
）
れ
か
ら
は
キ
■

あ
る
一Ｉ
場
に
，

い
て
ほ
し

い
、
そ
の

た
め
に
制
度
を
変
え
る
か
ら
残

っ
て

ほ
し

い
」
な
ら
全
ム
違
う
．
前
向
き

に
考
え
ら
れ
る
．

員
，
さ
ま
が
　
一
■
，
あ
る
立
場

」

に
就
き
た

い
か
ど
う
か
　
そ
れ
は
正

直
わ
か
ら
な

い
．
だ
け
ど
　
，
も
同

際
基
ヽ
玖
人
十
人
ヤ
”
■
十
中
で

「
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
テ
タ
・
と

い

う
博
物
館

の
特
任
研
究
員
を
す
る
に

ｒ
さ
ま
だ
。
紀
●
さ
ま
も
，
Ｗ
院
人

学
卒
業
″
　
山
霊
■
類
研
究
所
に
非

常
勁
茂
員

一
の
ち
に
■
■
勁
研
究
員
）

と
し
て
勁
め
た
．
杖
け
と
●
．
真
両

――
で
働
き
者
の
系
絆
だ
と
想
像
す
る

■
面
ｌｌ
で
働
く
■
欲
が
あ
る
Ｌ
族

女
ｒ
に

一
結
婚
選
取

一
し
か
道
を

小

し
て
い
な

い
　
そ
れ
が
，
の
、
■
だ

と
す
る
な
ら
　
■
，
あ
る
立
場
に
軋

け
る
■
を
開
く
。
そ
れ
が

「
女
性
■

家

一
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ

う
思
う
と
　
こ
の
―――，
肛
が
自
分

の
こ

と
と
し
て
見
え
て
く
る
．

Ｌ
族
女
子
は
　
私

の
隣
に
い
る
。

そ
ん
な
気
持
ち
で

一雅
ｒ
さ
ま
の
実

故
　
生
き
づ
ら
さ
を
超
え

て
一

幻^

冬
，
一
を
■

い
た
。
今
月
末
に
出
版

さ
れ
る
．
昔
■

房
長
■
が
語

っ
た
「
“

体
的
に
様
々
な
こ
と
を
進
め
る

一
４

月
は
日
前
だ
。
議
論
を
，
礼
せ
ね
ば

と
思
う
．
　

ョ
つ
奎

天
卜

矢
部
万
紀
子

大
革

陛
下

側

三
■
■

子
―

■

秋
篠
宮
さ
よ
，

■
”
一
　
　̈
・出

ヽ
い
■
子
〓

“

ド

子

・
・
■

，

す
・

一

サ̈
■^
・
・
ヽ
■

に

子

・
１

■

|、
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シンポジウム「皇位の安定継承に向けて」 (2020年 11月 25日 参議院議員会館講堂)

現代の立憲君主制から見た皇室の将来
君塚直隆 (関東学院大学国際文化学部教授 )

*皇族の減少―公務拡大のなかで
→現在の皇室で末婚の皇族 7名のなかで、男性皇族は悠仁親上のみ

→6名の女性皇族は「臣籍降 ドJ(阜室典範第 12条 )され、皇室を支えられなくなる
⇒ヨーロッパ王室では、王女も本人 代に限り結婚後も公務を継続

→すでに結婚された女性皇族も含め、宮家倉1出 の必要性があるのではないか?

⇒一代限りではなく、その後もご家族全体が皇族として公務を担う必要性 ?

*絶対的長子相続制の採用
→ 「男系・男子Jのみの皇位継承にもIIt界あり

⇒明治天皇以前には「側室市1度 Jあ り (それでも継承が危うかった )

⇒大正天皇からは 「 夫 ―婦制 ,となる :ヨ ーロッパ [室はキリスト教の考え方
からも伝統的に '‐夫 ―婦制Jを採用し、17～ 18世紀には「男系・男子Jに

こだわる「F家では王位継承戦争が頻発ヘ

⇒ヨーロッパ随一の格式を誇ったハプスブルク家でさえ女系皇帝の時代ヘ

→ 「絶対的長子相続制 (男女を問わず第・
―Fが優先される)Jの ひろがり

⇒1979年のスウェーデンを哨矢に、オランダ (83年 )、 プルウェー (90年 )、
ベルギー (91年 )、 デンマーク (2009年 )、 ルクセンブルク (11年 )、 イギ

リス (13年 )で相次いで採用される (スベインは男 r優先だが女子も継承可能)

女系・女子ではダメなのか ?

→今年で在位 68年、94歳にして国民統合の象徴であるエリザベス 21上女工

⇒すでにイギリスでは中 1性から女系の継承も行われており、近現代でもヴィクト

リア女Iの家系である現イギリス [室 :女 系の女子という理由でエリザベス 2

1性は軽んじられているのか ?(オランダ三代の女工やデンマーク女工は ?)
⇒あと 30年 ほどでヨーロッパには、5カ 国に女 Ellt下の御代がおとずれること

に (ス ウェーデン、ベルギー、オランダ、 ノルウェー、スペイン)
→21障紀の今日においては「国民の支持があっての工室Jと いう状況に

⇒歴史や伝統も1)ち ろん大切だが、時代に即した改革も必要 1:「 ヨーロッパの

君主制の多くは、その最も中核に位置する、熱心な支持者たちによってまさに

滅ばさオlた のである。彼らは最も反動的な人々であり、何の改革や変革も行わ

ずに、ただただ体制を維持しようとする連中だったJ(エディンバラ公の言)
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